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１ 会議次第 

(1) 会長挨拶 
(2) 議題 

第２次芦屋市男女共同参画行動計画（後期計画）ウィザス・プランの「２１年

度実績報告及び２２年度実施計画」について 

(3) その他 
 

２ 提出資料 

第２次芦屋市男女共同参画行動計画（後期計画）ウィザス・プランの「２１年度 

実績報告書及び２２年度実施計画書」 

 

３ 審議経過 

＝開会＝ 

事務局／岡田：時間が参りましたので，ただ今から今年度第１回芦屋市男女共同参画推

進審議会を開催させていただきます。 

はじめに，この審議会ですが，昨年３月に制定された「芦屋市男女共同参画

推進条例」に基づき，芦屋市の附属機関として，「男女共同参画の推進に関する

事項の調査審議」を行うために新たに設置されました。 

お手元の資料，芦屋市附属機関の設置に関する条例抜粋をご覧ください。 

第２条の表中に，男女共同参画推進審議会とあり，担任事務として「男女共同

参画の推進に関する事項の調査審議」とあります。男女共同参画推進条例が制
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定されるまでは「男女共同参画行動計画の策定及び施策の推進に向けて意見を

いただく」ために「男女共同参画推進委員会」が要綱で設置されておりました

が，条例の制定に伴い附属機関として審議会が新たに設置されたところです。 

 また，この会議は，芦屋市情報公開条例第１９条の規程に基づき，原則公開

となっております。個人情報等の非公開事項を取り扱う場合のみ，非公開につ

いてお諮りさせていただきます。本日現在のところ，傍聴のご希望はございま

せん。またもし，傍聴のご希望がありましたら，お声をかけさせていただいて

お入りいただくことになるかと思います。 

会議録の公表につきましては，ご発言者のお名前も公表いたしますのでよろ

しくお願いします。 

それから，この審議会のほかに，庁内組織として男女共同参画施策を総合的

に推進するため「男女共同参画推進本部」が設置されております。市長を本部

長とし，施策の推進を図っていくものです。以上，審議会等についてご説明を

させていただきました。 

 ここで，委員の皆さまのご紹介でございますが，皆さまには昨年度からご就

任いただいており委員の交代はございませんので，お手元の委員名簿をご覧く

ださい。 

 また，本日柳屋副会長と宮本委員は，欠席でございます。 

 続きまして，４月の人事異動で事務局が代わっておりますので，紹介させて

いただきます。 

＝事務局紹介＝ 

 それでは，会議の開催にあたりまして高島会長からご挨拶をお願いいたしま

す。 

高島会長：引き続きまして，会長を務めさせていただきます高島でございます。今日は

お暑い中，ありがとうございます。本日の主な議題は，この表題にございますよ

うに，第２次芦屋市男女共同参画行動計画の後期計画，その平成２１年度の実績

の報告と，平成２２年度実施計画書についてご報告をいただきまして，皆様方の

ご意見をお聞きし，第３次の行動計画に向けての課題を見い出していきたいとい

うことでございます。よろしくお願いいたします。それでは早速でございますけ

れども，議事に入らせていただきます。今申しました問題につきまして，事務局

の方からご説明をいただきたいと思います。 

事務局／岡田：それでは，事前にお配りさせていただいているＡ３の資料をご覧いただ

きながら，私から説明させていただきたいと思います。第２次芦屋市男女共同参

画行動計画後期計画，ウィザス・プランの平成２１年度実績報告及び２２年度，

今年度の実施計画でございます。 

 時間の制約があり，全部を説明するのが難しいので，男女共同参画推進担当
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の施策，それからウィザス・プランの中で数値目標として挙がっている施策を

中心にご説明させていただきたいと思います。 

 このそれぞれの施策についてですが，実績報告と実施計画というのは，５月

末の出納が閉鎖された直後から各課に照会をかけ，その後１ヶ月半かけてまと

めたものが今回のこの実績報告と実施計画でございます。それを先週１４日開

催の庁内推進本部の幹事会に諮り，一定のとりまとめをいたしまして，それで

委員の皆さまに事前配布資料としてお配りさせていただいております。 

 この審議会でご意見をいただきまして，最終的には来月２日に開催予定の市

長を本部長とする推進本部会議に諮ったうえで最終的に公表させていただくと

いう予定になっております。それでは説明をさせていただきたいと思います。 

 まず，１ページの基本目標１をご覧ください。施策№１ですが，「関係法令や

制度改正等に関する啓発，情報提供」ということでホームページ・広報あしや・

センター通信等を活用した広報・啓発ということです。昨年度の事業実績とい

たしましては，広報あしやに毎年，年３回程度男女共同参画に関するいろんな

特集記事を組むようにしております。昨年度は，６月に男女共同参画推進条例

が４月に施行されたという特集記事，それから１１月が女性に対する暴力をな

くす運動実施期間，週間となっておりますのでそのキャンペーン記事，２月に

は男女共同参画特集といたしまして，ちょうどこの男女共同参画センターが１

５周年を迎えた年にあたっておりましたので，男女共同参画のあゆみを含めま

して啓発記事を特集として載せております。それと同時期に，昨年度皆様にも

お世話になりました中学生向けの条例概要版を発行しましたので，そのイラス

ト展も記事にしております。女と男の参画メールは，昨年度は手が回り切らな

いところがありまして載せていません。 

№２の「多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進」ということで，広報あ

しやだけではなく，ホームページやケーブルテレビなど多様な媒体を使ってい

ろんな啓発活動をしていくというところで，さきほど申しました広報あしやの

中には毎月１日号で，ウィザスあしやの催しものということで事業の催し物の

お知らせや，女性相談をやっておりますので相談事業のお知らせ，そういった

ものは必ず載せるようにいたしております。それからさきほど申し上げました

センターの１５周年でしたので，３月のケーブルテレビ「あしや市政キララ」

という番組があったのですが，そこで男女共同参画センターの特集を組んでい

ただきまして，広報チャンネルで流させていただきました。反響もありまして，

見ましたよとか，皆さん活動されていますねというお便りというか，お声もい

ただいております。それからホームページ，従来は月２回の更新ということで

なるべく最新の記事を載せるようにいたしておりましたけれども，今年の２月

に市のホームページがリニューアルされました。それに伴い，今までのホーム
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ページが使えなくなってしまったので，全部画面を作り変えました。今は月２

回に縛られずに随時，最新の情報を載せるような状態ですすんでおります。そ

れからホームページのほかにはウィザス通信ですけれども，昨年度から４００

０部に発行部数を増やし，市内の公共施設等へおかせていただいております。

それから中学生の皆さんに先ほど申し上げました条例の概要版，表紙・イラス

トを募集し，市内３中学校に配布いたしております。今日お手元にその出来上

がりました概要版，皆様にも昨年度ご意見を頂いたものが出来上がっておりま

すのでご覧ください。それから啓発の仕方としまして，中学生の皆さんに配布

するだけではなくて，お手元に映画ココ・シャネルのパンフレット（裏面に条

例全文を記載したもの）を配布させていただいております。これは男女共同参

画の週間記念事業の時にお配りしたものです。このような事業をするときに条

例と一緒にこういう概要版もお配りしながら，芦屋市には条例がありますよと

いうことで啓発しております。この男女共同参画週間記念事業といいますのは，

毎年６月にルナ・ホールで男女共同参画にふさわしい映画会を催しており，４

００名から多いときで６００名くらいのご参加がありますので，そういう場を

通じて啓発活動をしております。それからもう一つ啓発といたしまして，さき

ほど出ました１１月の暴力をなくすキャンペーンにあわせて，市公共施設の女

性トイレに相談カードを置くということをしました。 

それから№４をご覧ください。「職員への意識啓発の充実」というところで，

これは人事課が中心になって行なう庁内的な組織啓発への部分ですが，男女共

同参画時代の職場のあり方について考え，職場環境の向上を図るということで，

一つは私どものいろんな事業に対して職員が研修として参加をするということ，

それから１月に職員研修，男女共同参画研修ということで誰もが働きやすい職

場づくりの具体的な提言ということで，例えば固定的な性別役割分担意識の是

正の取組みでありますとか，職場優先の環境を是正して男性職員にもっと家庭

生活も大切にして欲しいという観点で職員の研修をいたしております。それか

ら阪神広域行政圏職員研修ということでセクハラ防止の養成コースにも職員を

参加させております。 

次に，２ページですが，№５「市の関係機関に従事する職員等への啓発の奨

励」ということで，さきほども申し上げましたウィザス通信というのを年４回

発行しております。これは数値目標で発行部数，４０００部を目標に挙げてい

ます。平成２０年度に３０００部から３５００部に発行部数を増やしまして，

平成２１年度から４０００部の発行に増やしております。発行部数の増加に伴

いまして，市内の福祉関係事業所，具体的には介護保険の関係の事業所ですと

か，登録グループの会員個々にもお届けできるようにと，発行部数を増やした

り，配布先を拡大したりしております。 
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それから№６ですが，「男女共同参画に関する市民意識・現状の把握」という

ことで，ここはもともと男女共同参画に関する用語の認知度が数値目標で挙が

っていて，それを測るために，講座・事業でのアンケートを実施しております。

いろんなセンター事業・講座終了時にアンケート調査を実施しています。さき

ほどの週間記念事業につきましては，かなりの人数のかたに参加いただけます

ので，例えば２１年度のルナ・ホールでの映画会「西の魔女が死んだ」は，４

７０名の参加があり，アンケートは７４名のかたからご回答いただいておりま

す。そのうち３６名ですから，４８.６％のかたが，条例に関して知らなかった，

逆に内容はともかくとして条例があるっていうことを知っているというかたが，

３５.１％おられました。今年２２年度でいいますと，映画会「ココ・シャネル」

に６００名の参加がありまして，そのうち９４名のご回答をいただいておりま

す。うち４６名のかた，割合としては４８.９％が条例について知らなかった，

逆に３７.２％のかたがなんらかの形で知っているということで，啓発は続けて

いかなければいけないけれども，ある一定のかたは逆に知っていただいている

のかなというようなところです。 

それから№８「女性委員の比率４０％を目標に積極的な登用促進」というと

ころで，これは行動計画の中でも特に数値目標で，４０％という数値目標をだ

して，市をあげて取り組んでおるところです。各附属機関，それから附属機関

に準ずるものの委員の任期の終了にあわせて，次期委員には積極的に女性委員

を登用してくださいという呼びかけをしたり，庁内で年に２～３回部長名で通

知を出し，各課の協力を得ながら，附属機関等への女性委員を積極的に登用し

ていくということで取り組んでまいりました。実際には平成１９年，２０年ず

っと右肩上がりになってきておりまして，平成２０年の４月時点では３２.９％，

平成２１年の４月時点で３６.２％，１７，１８，１９年度と右肩上がりになっ

てきております。着実にここは努力が成果になってあらわれてきているのかな

というところです。ただ昨年の段階で，昨年も２回ほど調査を行なったのです

が，そのときの私どもの感触としてそろそろ頭打ちかなということを感じてお

りました。実際に今年４月１日現在の調査をつい先日行なったのですが，それ

でみますと，４月１日現在で３６.１％でございました。やっぱり，頭打ちかな

と思っていた部分が数字になって表れてきたかなというところです。なぜ頭打

ちなのかという内容のところですが，委員を選出していただくときに，いわゆ

る充て職という部分があります。例えば団体から推薦をいただいたりとか，法

で定められていてこういう機関から出てくださいという部分があり，市の努力

が及ばないような，なかなか反映されないような部分がありますので，女性委

員の登用という部分で頭打ちになっているところなのかなと。逆に充て職を除

くと４０％ほぼ達成しておりますので，そういうところがこれからの一つの課
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題，逆にいうと社会全体での底上げをしないといけない部分であったり，ある

いは市だけでは取り組めない部分なのかなと思っております。 

それから№９「女性の人材情報の把握，整備」ですけれども，人材情報はセ

ンターにかかわっていただいているかたを整備する中で，着実に人数は増えて

きております。平成１９年が３０７人，２０年が３３４人，２１年が３５４人

と着実に増えてきております。それから人材把握をしておりますので，私ども

としても人事課の，例えば男女共同参画の推進の研修などでは，こんな講師が

いらっしゃいますよと人材の紹介もしております。 

それから№１２をご覧ください。「女性職員の管理職への積極的登用｣ですが，

これは行動計画の中で主査級以上の女性職員の割合を２０％以上にするという

ことを目標値にしまして，取り組んできております。これも平成２１年４月１

日現在で２０.４％と目標値は達しております。それから今年度２２年４月１日

現在は，主査級以上の女性職員は２２.９％ということで目標値を達して安定的

になり，一定の取組みの成果は出ているかなというところです。 

４ページの№１５の「男女共同参画に関する講座，講演会の開催」で，男女

共同参画推進担当の部分で申し上げますと，いろんな年間事業をセンターの中

で組んでいます。さきほどからご説明しております週間記念事業のほかに，再

就職の支援講座や女性の健康講座，あるいは法律講座，いろんな講座を含めま

して年間１０事業程度を目標としておりましたが，昨年はその１０事業という

のができませんでした。就職支援のパソコン講座，女性の健康講座，子育て支

援講座などですが，年間で記念事業以外に８事業でした。受講者数としては増

えましたけれども，講座の事業数としては目標値に達しておらないというとこ

ろです。講座を組むには，準備も含め，１０事業を組もうとすると，ひっきり

なしにやっていかないといけないということもありまして，なかなか苦しいと

ころはありますが，引き続き工夫をしながら努力もしていきたいと思っており

ます。 

それから№１６「女性の創作活動の支援の充実｣で，ここ男女共同参画センタ

ーに入っていただいてすぐのところに情報コーナーがありますが，そこの場を

活用いたしまして，毎月，女性の芸術活動，創作活動の支援のために女性作家

の発表の場を後押ししていくということで，展示スペースを提供しております。

昨年度も毎月，そこの展示スペースがあくことなく，何らかの形で創作展示で

ありますとか，あるいは作家のかたがおられない時には，フェスタの展示であ

りますとか，ジェンダー展示なんかも含めてすべての月でこういう展示の実施

ができました。引き続きいろんな新しい作家のかた，いろんな場面を通じてお

声をかけさせていただいたり，掘り起こしに努めていきたいと思っております。 

それから№１８「各種団体・グループ活動の支援」ですが，参画団体協議会
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への活動支援ということで，これは登録団体の協議会が毎月１回定例会を実施

いたしております。団体の皆さんが男女共同参画の活動の目的のためにここの

センター会議室を拠点として利用されているということで，会議室の利用とし

ては前年度比６％，それから利用人数としては４％ほど増加しております。こ

の増加理由の一つには，センターの開設１５周年記念ということで，例年はフ

ェスタを１日だけメインですることが多いんですけれども，１５周年，節目の

年ということでしたので１ヶ月間を通しまして，グループワークですとか，団

体の皆さんの展示活動ですとか，そういうのを入れ代わりずっと実施しました

ので，参加人数も増えましたし会議室の利用も増えたのかなというところでご

ざいます。 

それから№１９ご覧ください。「一時保育など学習環境の整備」ということで，

男女共同参画センターの事業は，丸一日を使うような長い講座，就労パソコン

の講座以外の講座は，基本的にすべての講座に一時保育をつけております。い

ろんな方々，子育て中の方々にも参加していただけるよう配慮しながらやって

います。その中で一時保育つき大人の読書タイムという事業をしております。

これは毎月１回ですが，どうしても子育て期，特に子どもが小さいときという

のは，子ども中心の生活になってしまいますので，自分自身のためのほっとす

る時間というのはなかなかとれない，そういうことをお母さんだけじゃなくて，

お父さんもお母さんも，子育てにかかわっていらっしゃる祖父母のかたも，そ

ういう方々を対象に自分のためのほっとする時間を月１回，どうぞこの事業を

利用してとってください，という事業です。これは小規模の事業ですが，好評

を得ておりまして，毎月キャンセル待ちの状態で，来られたかたからは「是非

これを増やしていって欲しい」というお声もいただいております。こういう事

業を増やすことの是非はありますが，自分のための時間をとれるということは

非常に貴重なものであるんだなと実感するようなアンケートの回答を常にいた

だいております。 

それから№２１「ジェンダーの視点で行う世代間交流の取組み」ですが，こ

れがさきほどから申し上げておりますウィザスあしやのセンター１５周年記念

フェスタということで，昨年度の３月，平成２２年３月１日から３０日までの

間，グループ（団体）の方々が共同制作ウィザスの灯りや，グループ展示，そ

れからバザーこれはＤＶ被害者の支援バザーですが，ほかにグループのワーク

ショップ１３企画，それから“なごみの会”という交流会のようなものを１ヶ

月間，入れ代わり企画されました。それから３月１日には，元朝日新聞の論説

委員の川名紀美さんを講師に招き，その記念講演会を市民センターで実施いた

しております。これも会場が満員となるたくさんのかたの参加がありました。

団体のかたが主導で市民の力，市民力，グループ力というものを発揮されて１
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ヶ月間されたというところが非常に評価されるのではないかと考えております。 

それから№２３は数値目標に挙がっております健康課の「プレおや教室への

父親の参加奨励」ですが，もともと母親教室だったのが，父親の参加促進とい

うことで，１５０人の父親参加を目標値として取り組んでいるのですが，昨年

度の段階で延べ人数でいいますと，交流会２０６人，それから沐浴教室２０３

人の中で，合計１８５人が父親の参加で，着実に増えてきております。 
それから№２７「教職員に対する研修の充実」というところで，昨年度審議会

の中でもご意見を頂いているように教職員を含めて，学校現場，子供たちへのい

ろんな形での男女共同参画の視点の啓発であったりとか，教職員の皆さんにも理

解していただくというところが課題としてあがっているところですが，市には打

出教育文化センターというところが教職員の研修機関としてあり，その打出教育

文化センターや教職員課が中心となりまして，毎年一回は男女共同参画社会の実

現に向けた研修の機会，８月にそういう研修を実施しております。それから今年

は２１年度の評価結果を受けての今後の対応のところに，夏期研修では参加の人

数が少なかったため，３学期にセクハラ・パワハラ防止研修を実施するとなって

おりますが，男女共同参画社会の実現に向けた研修の機会をより増やしていく計

画もされておると聞いております。それから昨年中学生にイラスト募集をしまし

た時にも，私どもの方から校園長会に出席いたしまして教職員の皆さん，特に校

長の皆さんにも，こういう趣旨で男女共同参画を市として進めておりますので，

それにあたって中学生の皆さんに参加してもらいたいと思っておりますという

趣旨もご説明させていただきながら，中学校に非常にご協力を頂いてあの概要版

が作成されたところです。 
９ページの№３３基本目標２の「個人が尊重され，豊かな人生が送れる社会の

形成」というところで，主に相談事業や啓発の充実というところがここの施策に

なってくるところです。その中の№３３「ＤＶ，セクハラ，ストーカー行為等々

の女性に対する暴力に関する啓発の充実」というところで毎年１１月中旬が女性

に対する暴力をなくす運動期間になっています。毎年センターの登録団体他，関

係機関の皆さんのご協力で，街頭啓発という活動をやっております。昨年度もＪ

Ｒ芦屋駅前を中心に市，警察，阪神南県民局，健康福祉事務所，先ほど申し上げ

ましたセンターの登録団体の皆さんや防犯協会の皆さんのご協力を得て，街頭啓

発活動をしております。それにあわせまして，市役所の女性トイレの中に相談カ

ードを設置しました。これは新聞でも一時期報道されましたけれど，ＤＶ被害者

のかたで，不幸にも息子さんを亡くされた女性が自分のような経験をくりかえす

ことがないよう，もし自分がＤＶの相談窓口とかがあることを知っていたら，違

う結果になっていたんじゃないかなというご自分の経験から，企業の協力を得て，

女性が目にする生理用品にいろんな相談場所があるんですよという啓発を入れ
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られた，ということがありました。そのような視点でいろんな窓口に相談カード

を置いているんですが，やっぱり人目がありますと，特にいろんなかたが多くお

られるようなところで相談カードは手にしにくいものですから，そういうことを

配慮して市役所の女性トイレの中に相談カードを設置し，人目を気にせず安心し

て手にとっていただけるようなことを昨年度からやっております。今年度は新し

く保健センター，それから福祉センターが呉川町にできましたので，そこの中の

女性トイレに設置する予定です。 
それから№３４「関係職員・機関の連携の充実」ということで，特にＤＶ相談

事業の場合に私どもが一番苦慮しますのが，被害者のかたの情報をどういうふう

に保護しながら関係機関と連携をとっていくのかというところです。被害者のか

たは基本的にはいろんなところに話をして欲しくないというのが前提にあり，私

どもも相談内容は他にもらさないという相談の原則があります。そこも配慮しな

がら，ただし必要な場合には必要な連携もとっていかなくてはいけないというこ

とで，例えば健康課，こども課，高年福祉課，住宅課，あるいはお困りです課で

あったり，ある場合は高齢者生活支援センターであったり，市内のいろんな相談

窓口で市民の皆さんのいろいろなご相談にあたるのですが，連携が必要な場合は

連携をとりながら，あるいは基本的には先ほど申し上げたような相談者の心情的

なものも含めてプライバシーに配慮しながら相談にあたるというところが非常

に難しいところです。そのために男女共同参画推進担当から声かけをさせていた

だいて，そういう原則を保ちながらも，お互いのところがどういう相談があるの

か，どういう事象があがってきているのかなど，ある程度連携をとりながら，そ

こではそういう支援をやっているんだなどの情報交換をお互い年に１回するよ

うにいたしております。 
１１ページの№３９をご覧ください。「相談体制・窓口の充実」というところ

で，女性の悩み相談，ＤＶ相談をこのセンターでしております。それが月２回と

数値目標で挙がっておるんですが，平成２０年４月からすでにＤＶ相談は月２回

と回数を増やしております。ただ昨年度の状況では，ＤＶ相談の予約が多いとき

は２ヶ月先くらいまで相談予約が詰まりまして，こういう状況はよくないという

ことで枠組みを変更するという形で工夫し，回数的には月４回，枠としては倍に

はならないんですが，月４回と枠組みを変えながら相談の機会が増えるように今

年度から組んでおります。その中で今年度は長いかたでも一ヶ月待ちというくら

いで相談予約を入れていただいているような状況で少し落ち着きつつあります。

一方，昨年度相談予約は２ヶ月先まで埋まっていながら，実際の相談件数として

はそんなに増えておりません。相談しようかなと思いながらも躊躇されたり，相

談日が先過ぎたりで，結局は相談に来られなかったりするかたもおられるのかな

と。実際の相談件数はそんなには伸びていないということです。 
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№４２ですが，「庁内におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進」

ということで，これは人事課が中心となって取り組んでいるところで，セクハラ

防止のリーフレットを平成２０年から年に１回発行しており，臨時職員のかたも

嘱託のかたも，男性職員，女性職員も含め全職員にこういうリーフレットを配布

し，防止に努めています。 
それから，１６ページの基本目標３のところをご覧ください。この基本目標３

は「男女が共に生き生きと働き続けるための条件整備」ということで，特に労働

環境についての施策が挙がっています。№６１は「市，民間事業所のセクシュア

ル・ハラスメントに関する防止対策の推進」ということで，経済課，商工会を通

じまして，市内の事業所を対象に講演会，広報誌の啓発を含めまして，例えばセ

ミナーを開催したりなど啓発活動を続けております。 
それから№６３「雇用の場での男女共同参画に関する啓発の充実」というとこ

ろ，特に女性の場合は就労がなかなか難しい状況です。特に今は経済状態が悪化

していますので。行政はハローワークと違いますので就労斡旋そのものはできま

せん。これはハローワークの仕事になってきますが，そういうものにつなげると

いいますか，側面的な支援を行政として行なっています。経済状態が悪いと，特

に子育て中の女性というのは就業のハードルが高く，その中でも母子家庭の場合

には特にハードルが高くなっていて，市でも，例えば私どもでしたら就労支援の

パソコン講座をやってもその後の実際の就労につながらなかったりすることが

やっぱり現実問題としてあります。そういう中でハローワークと連携をとるとい

うことが大きな支援になってきますので，ハローワークが中心になって子育て中

の女性の再就職，いったん仕事をやめて再就職をされたいかたでありますとか，

あるいは母子家庭のお母さんを中心に，マザーズハローワークなどで重点的に就

労支援ができないかと就労支援協議会というのをたちあげられ，市の男女共同参

画推進担当，経済課それからこども課の三課がその協議会の中に参画し，ハロー

ワークと連携をとっております。実際に今年度，男女共同参画センターで就労支

援パソコン講座をこの８月に募集した際にも，ハローワークを通じて連絡や紹介

があり，何人かのかたはパソコン講座に参加していただいております。またその

パソコン講座を終了されたら，さきほどのマザーズハローワークにもつなぎなが

ら，就労支援をしていきたいと考えております。 
№６５ですけれども，「関係機関との連携，啓発の充実」ということで，経済

課が中心に商工会，特に女性部との連携を取り組みの中で進めていっております。

商工会の女性部も活発に活動されておられまして，今後も引き続いて連携をして

いきます。 
№６６，同じく経済課の施策で，再就職のための支援講座を，昨年度は１１月

に開催をしております。今年度から２１世紀職業財団が業務内容を変更されるよ
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うで，財団からの講師派遣が困難な状況だと聞いております。また，今年度の男

女共同参画推進担当の取り組みとしまして，県事業のチャレンジネットを活用し

て，女性の出前チャレンジ相談というのを組んでおります。就労支援パソコン講

座の期間に合わせまして，相談員を県から派遣してもらい，就労だけじゃなく地

域活動も含めて女性が再チャレンジするときの相談の場を設けました。これは予

約制で，相談員に個別に相談していただくという事業です。 
それから№６７，「ワーク・ライフ・バランスについての啓発」ということで，

ウィザス通信の中でワーク・ライフ・バランスについてのニュースもその都度啓

発の中に取り入れながら，啓発を進めていっております。 
それから№７２ですが，「女性の起業に関する情報提供」で，女性の起業に関

する情報提供は難しいですが，今年度ちょうど商工会で女性創業塾というのをこ

の１０月に開催される予定があるということをお聞きしましたので，そのような

予定があるのであればということでウィザス通信のなかにも事業記事を掲載さ

せていただきながら，そういう機会をとらえて連携させていただきたいなと思っ

ております。 
それから№７５の「女性のための就労促進講習・講座の充実」，先ほどから話

題に出ております就労支援パソコン講座，昨年度は８月に開催いたしましたし，

今年度も８月に開催する予定にしております。それから同じく上宮川文化センタ

ーでも，就労のためのパソコン教室を年２回を実施しております。 
２０ページの№８４「地域活動への活動支援及び男性の参加促進のための働き

かけ」ということで，これも数値目標に挙がっていますが，市民参画担当でティ

ータイム交流会というのを実施しております。この６月に今年度も開催していた

と思いますけれども，ティータイム交流会については，男性の参加が結構多くて，

と言いますか，むしろ男性の参加の方が多いくらいじゃないかというくらいに参

加があると聞いておりますので，これも着実に進んでいるかなと思います。 
№８６「女性リーダーの育成」で，リーダー育成講座の開催というところが事

業計画で挙がっております。ここ何年か人間関係講座ということで，いろんなコ

ミュニケーション能力を高めるという講座を毎年企画しております。昨年度は，

コミュニケーション力で気持ちのよい間合いを保つという人間関係講座も企画

いたしまして，その講座の受講者のかたに，ウィザス通信の市民編集委員をやっ

てみませんかというお声かけもさせていただいたら，やってみますということが

ありました。そういう講座を利用しながら人材を発掘しながら取り組んでいます。 
それから№９０ですが，「多様な保育サービスの充実」ということで，ここも

数値目標に挙がっています。ひとつは病児保育，病後児保育の保育所を一箇所設

置するということ，それからファミリーサポートセンターの協力会員を１０００

人に目標値を挙げています。病児保育，病後児保育というのは難しい部分があり
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まして，病気のお子さんを預けて，ということよりもむしろ親が休めるような環

境を整えるほうが先決なんじゃないかという考えもあるんですが，病児保育ある

いは病後児保育の必要性もあるのかなというところで挙がっています。病児保育

というのはなかなか難しいところがありますので，病後児保育の部分で市立芦屋

病院が４月から取り組んでおります。病後児のお子さんですので，一定の要件は

必要ですけれども，この４月から実施しております。それからファミリーサポー

トセンターでは，依頼会員８２１人，それから提供会員１９１人，両方会員８６

人ということで，ファミリーサポートセンターの運営も着実に伸びてきていると

いう状況です。 
それから，２５ページの№１０８「福祉サービス従事職員の研修の充実」とい

うことで，さきほどウィザス通信の発行部数を増やしておりますということを申

し上げましたけれども，ケアマネジャーの会というのがあるんですが，そこが中

心となって月１回の研修会を実施されておりますので，そのような場にもウィザ

ス通信を届け，連携を取っていっているというところです。 
３０ページの基本目標５のところをご覧いただきたいと思います。基本目標５

は，「市民と行政のパートナーシップによる男女共同参画の推進」は，主に施策

中心のところで，男女共同参画担当の施策が主で，その中で№１２４はすでに条

例の制定がされています。 
それから№１２５，１２６で「計画の進捗状況の把握と評価，公表」，それか

ら「第三者機関による評価委員会設置の検討」というところが行動計画の中で挙

がっているのですが，この審議会で実績報告と実施計画のとりまとめをする中で，

進捗状況も一定把握をし，各課評価コメントも苦慮しながらも，評価コメントの

振り返りをそれぞれしながら評価もして，そしてここでご意見をいただいて公表

をしているということで，審議会が現状としては進行管理や評価の部分で機能し

ていると考えております。評価にあたりましては，先ほどもご説明申し上げまし

たけれども，５月の出納閉鎖終了後，すぐに各課に照会をかけ，実績報告し，一

年の事業を振り返ってくださいということで評価をしてもらいます。その際，所

管部長とも相談してくださいということで，部長コメント，各課の評価コメント

を入れてもらって，それを受けてその課として今後どのように対応するのかとい

うこともいれてもらったうえで，取りまとめをいたしますので大体一ヵ月半くら

い取りまとめにかかります。それを庁内の推進本部の幹事会という場にかけて，

諮りながら，そして又，推進本部に諮りながら進捗管理していくという取り組み

で，そういう体制というのは徐々に整ってきていると考えております。もちろん，

評価の仕方というのは今後も検討はしていかなければならないと思いますけれ

ども，一定の体制も整いつつあるのかなと考えております。 
それから№１２９の「推進本部会議・幹事会の定期的開催」というところです
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が，先ほど申し上げましたように，このような審議会があるときは，幹事会，幹

事会というのは課長級の会議なんですが，そういう幹事会を開催した後，本部会

議，市長を本部長とする部長級の庁内の最終的な意思決定機関なんですけれども，

そういう推進本部会議の都度諮りながら施策をすすめていますので，今年度もそ

ういう形でやっていきたいと思います。それからこの審議会は，昨年度は二回開

催されました。今年度ＤＶ対策基本計画というのを市で策定する予定にしており

ますので，この審議会でご意見をいただく必要が出てくると思います。例えば中

間まとめの段階でありますとか，最終的な計画策定段階でありますとか，ご意見

をいただきたいと考えておりますので，その必要の都度，開催をお願いしたいと

思います。ですから，その時の現状にあわせて，必要に応じて開催させていただ

きたいなと考えております。 
それから３１ページの№１３２ですが，「ジェンダーに関する各種講座，講演

会の開催」というところ，ここはもともと数値目標でセンターの認知度がどうな

んでしょうかということで挙がっていたところです。先ほどから申し上げている

記念事業の際に，かなりの人数のかたがお集まりになりますので，そこでアンケ

ート調査をとっております。その中で，男女共同参画センターのことを知ってい

ますかという項目を設けております。２１年度のアンケート調査の中では，これ

は平日に開催した記念事業ですが，知っていましたというお答えが７５．６％あ

りました。２２年度は土曜日にルナ・ホールで開催しましたが，知っていたとお

答えになられたかたが６９．１％でした。７５％からなぜ下がったのかについて

は，ひとつには土曜日開催ということで平日開催だとどうしても就労されている

かたが来られにくい時間帯ですので，就労されているかたは土曜日に来られるの

かなと，そういった中でセンターを知ってくれている人の割合は若干下がったの

かなと，これはあくまで推測ですけれども，ただ７割くらいのかたはセンターが

あるということは知ってくださっていると考えております。 
それから№１３３ですが，「活動団体のネットワークの強化」ということで，

ここも数値目標が団体数４０団体と挙がっているところです。団体数でいいます

と実は減ってきております。昨年度でいいますと２７団体，今年度は２６団体と

減っております。なぜ減っているのかというと，ひとつにはこの男女共同参画セ

ンターというのが女性センターからスタートして１５周年を迎える中でずっと

活動されてきた方々が高齢化されたりとか，あるいはずっと活動されてきた中で

ここはあくまでも男女共同参画の活動目的ということで活動拠点としてのセン

ターですので，そういう目的のかたに登録してくださいと，その登録された方々

がここを活動拠点として会議室をお使いくださいというような利用の仕方を今

現在しておりますので，そういった中でちょっと自分たちの活動の方向とは違っ

てきていますというような団体が抜けられたというところが若干あるのかなと
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思っております。もちろん数は増えた方がいいに越したことはないんですけど，

ある意味そういう目的の中で残っておられる団体ですので，ネットワークは逆に

強まっていると思っております。そのような中で１５周年記念フェスタでは大き

な市民力を発揮されているのかなというところでございます。 
それから№１３９で資料の充実というところですけれども，情報コーナーで男

女共同参画に関する図書もそろえてきておりますので，数としては徐々に増やし

てきております。平成１９年が１１８０冊，２０年が１２２２冊，２１年が１２

５０冊です。徐々にではありますけれども増やしてきております。 
報告と計画をご説明申し上げました。以上でございます。 

高島会長：ありがとうございました。１時間にわたりまして，事務局から非常に丁寧な

ご説明をいただきました。今から時間は十分ございますから皆さんそれぞれ思い

出しながら，あれから以後ご自分たちで持ち帰られた問題など，どこからでも結

構ですのでご意見を出していただきたいと。中山さん，いかがでしょうか。 
中山委員：今日はたくさんあるんですけれど，まとめさせていただいて，予算のところ

で，いったん全部予算をおいてみたんですけれど，男女共同参画に関する予算を

つかまれておりますか。 
事務局／岡田：男女共同参画推進担当だけの予算ですか。うちの所管のだけですか。 
中山委員：報告を見ていましたら，（男女共同参画と）関連がありそうだけれども，ど

うも違うなというのが入ってるんじゃないかと。 
事務局／岡田：入っています。入っていますというのは，事業に対する視点の考え方の

問題で，例えば，公民館はいろんな種類の講座を組んでいきます。市の考え方と

しては男女共同参画の推進というのは市の主要な政策で，いろんな講座を組むと

きには必ず男女共同参画の視点をいれてください，その視点はこれは基本的人権

のことも含めて，あって当たり前のことでしょうという考え方なんです。ですか

ら，例えばテーマの中に，男女共同参画なんとかかんとかとテーマとしてそうい

う講座が組まれるというのは実は数としては非常に少なかったり，そういう講座

自体が成り立ちにくかったり，公民館講座で言いましたら，そういう中で，男女

共同参画の視点は入っているはずですから，公民館講座の事業予算として挙げて

くださいというしか，所管としては種分けできないのです。そういうところがあ

るので予算として入ってきているというのは確かにあります。 
中山委員：今おっしゃっているのは確か 4ページだと思うんです。4ページの№１５の

公民館講座のところで，「１９講座，芦屋川カレッジ，芦屋川カレッジ大学院，

各種セミナーを実施。延べ１２,３８０人」「予算６１７万９千円」これを見たと
きに，この課は非常に男女共同参画に関して，効果はちょっとわかりませんけれ

ども，力を入れていると判断されると思うんですけれど，実際，課長がさっきお

っしゃったようにもっと絞り込みがいる，掲載していく中でですよ，というのは
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他にもちょっと関連するのですが，今回全部時系列に予算を見てみたんです。そ

したら，どうもちょっとはずれがあるんじゃないかと。私間違っているのかもし

れないですけども，もうちょっと絞り込んでもいいんじゃないかと。例えば２５

ページ「在宅福祉事業」とありますね，福祉関係とありますね，それから住宅関

係のところもありましたけれども，このへん全部ある程度，男女共同参画という

テーマの中心のところで，出していただいた方が私たちはですね，もっと絞り込

んで見やすいんじゃないかと。多分部署としてはこれも関連あるから引っ付けと

こうかというのがあると思うんです。どこかで部長の評価がありましたけれども，

これ一緒なのかどうか内容わかりませんが，３０ページの第三者機関のところの

云々，№１２６「関連ありそうな業務全てが評価対象項目となっている・・・」

というところがありますからもうちょっと絞り込んだらどうですかとあります

ね，私は同意見なんですが，ある程度この会議では，それからもっと業務の方で

も，そういう指導をされた方が処理するかたも絞りこんでしやすいんじゃないか

と，今のが一つです。 
もう一つが，だいたい２～３年の時系列で評価，課長の評価，部長の評価を

見てましたら，２～３年同じ文句のところがあるんです。あるところは，前年

の実績・効果を見て，課長，部長の評価・コメントがあって，その中で問題視

されたところが次の年度に出ていて，ここは何か掴みながらいってると思うん

です。ところが，その他は評価するためにやっているのでは，多分困ってるの

ではと。だからもうちょっと何か推進会議とか幹事会で，視点絞られた方がい

いのではないかと，そういう感じがするんですが。いかがでしょうか。 
高島会長：報告書のこの様式の項目をもう少し再検討するということですか。 
中山委員：そうですね。 
高島会長：評価が評価に値しないということですか。 
中山委員：評価に値しないというか，評価そのものを入れなくていいのではないかなと

思います。 
高島会長：入れないといけないというような意見が以前あったから，入れたんだと思い

ますけれども。私は予算には，男女共同参画の問題に特化した数字を挙げられた

ら，これぐらいの予算でいつもやってられるんだとわかりやすい気がしますが。 
事務局／岡田：もしも特化したという形でしますと，この行動計画の項目自体が，男女

共同参画担当が所管ですから，所管以外にはほとんど挙がってこない，というこ

とに結果的になってくるのではないかと思います。考え方なんですけど，おっし

ゃられているのは，非常によく理解できるんです。というのは所管自体も，その

各課，各課で一番メインとなるべき施策があってそこの事業をしております。そ

の中で男女共同参画の推進というのが市の主要な政策であり，人権の観点からも

絶対に根底にあらなければならないという考え方の中で入ってきている。そうい
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うのでなくて特化したという形で抽出をしていくとなると，所管である私どもの

事業が８割９割がたで，それ以外に特化した形で，となるとこの行動計画そのも

のがほぼ挙がってこないという状況になってきます。特化というのは，どこをど

うとって特化というのか，という切り口は確かにあるんですけれども，例えば講

座でしたら，そういうテーマや文言があったらはっきりとわかりますよね，これ

は男女共同参画のテーマで公民館講座をやっていますと。でもそれだと年間ある

かないか，ということになってしまいますので，それを公民館でもやりなさい，

上宮川文化センターでもやりなさい，どこどこでもやりなさい，という事業展開

の仕方はしないです。いろんな各課の事業だったり，施策の展開の中ででも，こ

の男女共同参画という部分は常におさえといてください，という施策の進め方を

していくので，そこの部分のおっしゃられている各課も苦慮されているでしょう

というのはまさにそのとおりで，どう書いたらいいのかとか，どこの部分で評価

をとっていったらいいのかっていうのは，実はこの照会かける中で声はあがって

きており，同じようなことを実際には意見をいただいております。 
事務局／竹内：例えば，１９ページの№８０を見ていただきたいんです。これは，特定

健康診査のことが載ってある，それ以外にがん検診，乳がん検診，子宮がん検診

とか女性だけの部分もあるんですけれど，ところが働く女性の健康保持，増進っ

ていう項目です。これは健康課が行なう本来的には特定健康診査というのがメイ

ンになっている事業で，その中で要するに男女共同参画にからむ部分がある。で

すから，この項目自体を残したとしても，例えば予算額を削るとか，評価の部分

を少し外すっていうのは少し可能なのかなと，実際に全体の項目としてはこうい

うことをやっています，あるいはこんなふうに数値としては変わってきました，

でもそれは総額を表しているんじゃない，というのはちょっと難しいんです。そ

れでこの中には，例えば働く女性の分だけ取り出すとか，あるいは女性の分だけ

取り出すとなると，項目として乳がん検診とか子宮がん検診というように分かれ

ている部分はわかるんですけれど，それ以外の項目を取り出すというのはほとん

ど不可能なんです。ですから，ここの数値の持ち方をどうするのかというのは，

私は中山委員と同じ考え方で，絞った方がいいんじゃないんかなと思っているん

ですけれど，難しいんです。この項目でもっと特化してここの部分だけをとろう

となれば，まだ金額は出せるかなと思うんですけれど，それが担当課にしたらす

ごく負担になるところも出てくるのかなと思うんです。だから項目自体は残って

いてもいいのかなと思うんですが。 
高島会長：課長がおっしゃったのは要するに基本的には男女共同参画を推進するってこ

とは，全庁通してのメインストリームとしてあるわけだから，それを前提とした

うえで，この予算の書き方でいいのではないか，個別のものにこだわらないでで

すね。 
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事務局／岡田：これは５年間の行動計画の中で進んできているものですので，もし項目

を絞りなおすとすれば，次の５年の行動計画を考える時に，この取り方が本当に

いいのかどうかという議論は当然あると思いますので，もうちょっと絞ってもい

いのではないかということは，あり得るかなと。ただ今回はもう行動計画自体が

進んできていて，それの振り返りということなので，今現在としてはこういう取

り方になってしまうのかなということです。 
吉川委員：予算というところから気になって全体を見ていたら，同じ項目が何度も何度

も繰り返して出てきて，同じことがずっと書いてある，さっきも出てきた，さっ

きも出てきたとなります。結局そう書いていかないと一番初めにこういう計画を

立てられたとおりにならないんじゃないかと，そういうふうに私は思いながら読

んでました。 
高島会長：他に，今のご説明は主に，男女共同参画推進担当の問題と数値目標を設定し

た項目についてでしたが，それらを中心にご意見をどんどん出していただいたら

いいと思います。今のご報告を聞いて芦屋市はかなり着実にじわじわとだけれど

も，広がっていってるのかなという印象はとても受けました。 
中山委員：部課長の評価っていうのは，かなり苦労していると思うんだけど，多分そこ

は課長だけじゃなしに，また部長だけじゃなくて課の人と一緒に目標作ったり，

反省したり，その中で課長がまとめてやっておられるならいいと思うんですけれ

ども，見てみると，課によって差があるなと思います。 
高島会長：そうですね。 
中山委員：今，会長がおっしゃったように確かにすすんでいるのはよくわかります。た

だちょっといびつな感じが出てるのではないかと思います。 
高島会長：温度差がありますね。 
中山委員：思います。それと全く参画してない部署ありますね，これ関係ないんですか。

建築とかいうのは。 
事務局／岡田：今回の行動計画の中では挙がってきてないということです。行動計画を

作る段階では，事業として建築とか土木関係が入りにくいのかなと。 
中山委員：わかりました。 
村上委員：会長が，男女共同参画の意識が浸透してきたと言われ，私もこれを拝見して，

ある程度そうだとは思うのですが，次の段階では質の問題だと感じました。中山

委員も言われたように。たくさん項目を羅列してはいますが，内容はどうかと思

いますし，私が読んで感じたのは評価Ｂが多いということです。評価は何段階あ

るのかと思っていたのですが，ＡとＢ，確かＣというのもあったので，ＡＢＣの

３段階評価だとわかりました。Ｂがとても多いということは，Ｂにしておくと無

難と思われたのかと感じました。もう少し積極的な評価が欲しいです。 
１ページの№２「中学生への啓発」の項目ですが，この条例概要版の出来上が
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りを見てやはり「男女」の文字の配置が気になったので，前回の会議でも言いま

したが，次回同じような選考があれば，選考委員のメンバーも考えてほしいと思

います。 
それから同じ１ページの№４ですが，昨年度の映画会「西の魔女が死んだ」に

私も参加して映画を見ました。原作の小説も読んだのですが，内容に男女共同参

画の視点から見ると少し引っかかる点がありました。主人公の母親が娘のために

仕事を辞めるという結論になっていたのです。映画の選択も考えてほしいと思い

ます。 
高島会長：これを担当したのは？ 
事務局／岡田：私どもの男女共同参画推進担当でしています。 
村上委員：それから２ページの№８で，さきほども説明がありましたが，女性委員の比

率のところで，女性委員ゼロの附属機関が，課長の説明で団体からの推薦などで

人数に多い少ないがあると言われましたが，２１年度ゼロの部署が増えているの

はどうしてだろうと疑問に思いました。 
事務局／岡田：女性委員がゼロの機関が，２１年度減っているというのは，女性委員が

例えばお一人入っていただいていたのに，その女性委員がいなくなるっていうこ

とで，たったお一人の女性委員が男性に変わったということです。そこのところ

でたまたま女性がお一人入っていただけたら，ゼロのところが減るんですけれど

も，そこが元に戻れば，お一人であってもゼロのところが増えるということです。 
村上委員：一人かゼロか，という話なのですね。 
事務局／岡田：現状はそうです。 
村上委員：理想的にいえば，もう少し人数が多ければ一人減ろうがゼロという数字には

ならないのですね。 
事務局／岡田：そうです。どの附属機関もおしなべて４０％に近ければ，そういうこと

は起こらないんですけれども。 
村上委員：そのあたりの数字が，まだまだだということですね。それから３ページの№

１４で，センター通信を増やして関係事業所に配布し，「配布先事業所から問合

せもあった」ということなのですが，どのような問い合わせだったのか気になり

ました。もっと部数を増やして欲しいということですか。 
事務局／岡田：これは，育児休業法のことを書いたときの記事だったんですけれども，

「これを見たんですが」とそこで働いていらっしゃるかたから，育児休業法の記

事について見たから，もうちょっと情報を知りたいんですけれども，というお問

合せをいただいて，「見ていただいているんだな」ということと，こういうのを

見ていただいて，育児休業法の改正について知っていただいたんだな，情報も提

供できているんだなということです。 
村上委員：それなりの反響があったということですね。 
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事務局／岡田：反響があったということです。 
村上委員：私は編集員もしているので，気になりました。それから５ページで№１９「一

時保育つき講座の実施」のところですが，これも浸透してきているということで

すが，常々感じていたのは，保育を未就学児に限っているのがネックだというこ

とです。予算のことを考えてか，未就学児のみ受け付ける場合が多いのですが，

自分の経験から考えて，小学校低学年の子どもを持つ保護者は，このような講座

を受けられないのです。子どもが小学校に入学してとたんに，今まで受講できた

講座が受けられなくなってしまいます。年齢が違うと一緒に保育できないという

のはわかりますが，子どもを持つ親が継続的に講座を受けるのが困難になってし

まわないように，何かいい方法がないかと思いました。 
それから８ページの№３２「ＰＴＡ活動への男性参加の促進」ですが，この評

価で「目標を達成しているが」とされているのですが，これはどのように達成し

ているのですか。男性の活動参加者が増えたということですか。確かに増えては

いると思いますが，役員についてはまだまだなので，何をもって達成していると

評価されたのかわかりません。 
中井委員：計画をたてたときの目標が達成されているっていうことではないでしょうか，

もうすでに計画をたてたときに目標としていた数値はもうすでに上回ってはい

るけれども，さらに増やすにはどうしたらいいかなと。 
村上委員：目標にしていた数値は達成したということですか。 
中井委員：行動計画をたてるときに目標にしていた数値はもう達成できたけれどもさら

に増やすにはどうしたらいいのかなと。 
事務局／岡田：ここは行動計画の中の数値目標には挙がってないんです。ただそこまで

は確認してなかったんですけれども，多分生涯学習課の中である程度ここまでっ

ていう目標を前年度たてられていて，それを達成したという意味で書いてるのだ

と思います。 
村上委員：実感として感じにくいと思いました。 

それから１５ページの№６０の「メディア・リテラシーの取組み」ですが，学

校教育におけるメディア・リテラシー教育というのはとても重要なことだと思っ

ています。「校内ネットワークや資料などを積極的に活用することができた」と，

評価もＢです。実際はどうなのかと思いました。子どもから授業について聞くの

ですが，インターネットの怖さなどについての授業もありますし，先生からの説

明も多いようです。しかしただインターネットの怖さだけを教えるのではなく，

トラブルの回避の仕方や巻き込まれないためのノウハウなどを，もっと教える必

要があると思います。授業の内容のことも考慮に入れて評価されたらいいのでは

ないかと感じました。以上です。 
高島会長：他のかたは。 
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宮地委員：よろしいですか。 
高島会長：はい，どうぞ。 
宮地委員：今のご意見に関連しているんですけれど，評価コメントを読んでいっても，

なぜそのような評価をされているのかなというのがやっぱりどうしてもわからな

いんです。こういう計画書自身は公開されるんですよね，この書面自体は。おそ

らく今日私たち委員は，課長のご説明を聞いて，ああそうなのかなと思うような

部分も少しずつあるんです。特に数字ではっきり出てくるところっていうのは一

番評価しやすいんですけど，例えば，女性職員の管理職への積極的登用というの

があるのは，主査級以上が何％であるだとかということを言われて，それが一定

の目標としてクリアできているんだ，だから評価しているというご説明があった

ので，ああそうかと思うんですけども，そうでなくて，ここに書かれていること

だけだと「一定の成果はあったが，継続的な取組が必要である。」何も書かれてな

いのとあまり変わらないんですね。だから少なくともこの評価されたかたは，ど

うだからこう書いたかみたいなのを，これだけの量があるので，大変なものにな

ると思うんですけど，でもこれだけ多岐にわたれば，私おそらくこれがものすご

く分厚くなっても，やっぱり評価を書いてくださるかたがなぜ自分がそう思った

のか，説明責任を果たしていただきたいなと思うんです。結論だけ言われても，

切り込む余地もないみたいな感じで，さっき例えば主査級以上が２０％という説

明があるとじゃあ，課長級以上はどうなのかと聞きたくなるんです。今一番女性

登用の中で問題は，管理職の一番下のところは，２０％とかになってくるけど，

それ以上になるともうすごく少なくて，それこそ部長級になったらどうなのかと

いうのを切り込んでいただきたいなと思うのと，例えば７ページの一番下のとこ

ろの「女性教職員の管理職への登用」というところも評価者のコメントは「前年

を上回る受験者があった」と書かれているので，さきほどよりは若干説明がある

かなと思うんですけれども，でもこれも受験者数としてどうなのかとか，比率が

どうなのかとか，本当は受験者数だけじゃなくって登用されたかどうかですよね。

結局，挑戦したけど，何か挑戦だけさせて全然登用しなかったら，そのうちみん

な挑戦もやめていくかもしれませんし，もう一歩のところが何かこう書かれてな

い感じがするんです。これだけの作業ものすごく大変だと思うんですけれど，や

っぱり評価者の評価を，説明責任を果たしていただきたいっていうのと，これ前

から問題になっていたのは第三者評価機関っていうので，評価の中に第三者の目

を入れていくということはずっと以前から議論が出てたので，どうしてもその第

三者が入って評価しないと説明責任を果たさない，ご自分で評価すると結論だけ

言って果たしたみたいな，せっかくここまで書いてくださってたので，もう一歩

のところですよね。 
吉川委員：Ａ評価を出している共通項をみたら，やっぱり数字があるんですよね，Ｂの
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ところは数字がなくて，こういう言い方は変ですけれど，Ａともいえない，Ｂと

もいえないというふうに，ちょっと逃げておられる感じがして，Ａとはいえなか

ったらＢにしとこうかという共通の気持ちが入っているような気がして，根拠に

なるものがないような。 
高島会長：もう少し具体的に書いてくださればいいですよね。 
宮地委員：数値で挙げられないところもあると思うんですが，挙げられるところも挙げ

ておられないように思えます。 
事務局／岡田：確かに中山委員が最初におっしゃられた，各課にちょっと温度差がある

のかなあとおっしゃられた部分がこういうところなのかなと思います。 
中山委員：これをみて，かなり時間がかかったんですけど，年度ごとに全部ならべてみ

たんですよ。そしたら，もう３年，５年たちますよね，ある程度成果が出ないと

いけないなと。多分やっている人は分かっていると思うんです。そのときに途中

でわかったのが，この番号ですね，幅によって完全に見分けできるんです。ある

課は毎年同じ幅です。読んでみたら一字一句一緒なんです。一定の成果があがっ

たとか，継続しないといけないとか，そういう文章だけ入っている。 
宮地委員：定例文句。 
中山委員：もう本当にパソコンぽんと押せば終わり。これはみんな出すのに苦労される

と思うけれども。だからさっき言ったような，課全体とか，もうひとつ付け加え

て言いましたら，部長は全体を把握してないからわからんと書いてあるとこがあ

りました。部長は是非，さっき組織の図をもらったんですけれども，ある程度課

を掌握している立場のかたですから，縦割りじゃなしに横の連絡もできる執行委

員ですから，そういう意味では課の進捗のことも含め，調整役も含めて，是非評

価をお願いしたいなと思います。 
事務局／竹内：この評価は本当に大変なんです。 
事務局／岡田：手を抜きたいとかそういう意味ではなくて，これだけの分量があると，

やっぱり評価のための評価になってしまうんです。いろいろ文言工夫してすれば

するほど膨大な時間と，逆に評価のために時間をとられてしまって，振り返りは

必要なんですけれども，評価のための評価に時間をとられて現実の施策や事業を

進めていく時間が圧縮されるとか，みんな各課その中でバランスとりながら必死

になってやっているという部分はあるということはご理解いただきたいとは思

うんです。 
堀委員：私は民間企業でやってきましたけど，まずこの評価コメントは民間では普通は

つけないですね。数値目標を挙げて，それで達成したかどうか何パーセントとい

うふうにちゃんとした数字が出てきますね。評価コメントを書かれるかたは大変

だと思います。 
事務局／竹内：もっというと，この再掲であがっているところは項目が一緒なんですが，
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そこの趣旨が本当はそれごとにつけなくてはならないはずなんですが，それがち

ょっとできなかったんです。再掲は同じものにしましたけど。 
中山委員：その結果進んでいけばいいんですけど，さっき言ったようにちょっとでもい

いから具体的なことが入っていればそれでいいと思うんです。評価というのは次

の目標作りと思うんですよ。そのために振り返りをするわけですから。大事なの

は今年度の達成した内容とか，何が足らないとか，次の目標を作るためにするも

のですから，そういう意味ではここの紙面上，部署によっては具体的なものが出

るところは出していただきたい。できているところも多分あると思うんですが。 
高島会長：今年度の目標というのは，平成２２年度の目標ですよね。 
事務局／岡田：そうです，事業計画の中での。 
高島会長：この評価コメントというのは２１年度の総括ですよね。ですからこの評価コ

メントに基づいて今年度の目標は最後の欄にきてもいいのではないですか。評価

結果を受けての今年度の目標なんですよね。何ができなくて，何をしなければな

らないかということを，何ができなかったか，それで何をするかっていうことを。 
堀委員：評価コメントは全部出てから，例えば２２年度を出されるんですか？ 
事務局／岡田：同時に照会をかけています。だから，評価をしながら計画を出してもら

っています。 
堀委員：だから評価コメントは当然入っているものだということですね。 
事務局／岡田：一致していないところも若干あるんですが，評価コメントがあって，今

後の対応があってそれに基づいて次年度の事業計画に移っているという流れに

は基本的にはなっていると思います。 
中山委員：予算のところで括弧書きは何ですか。 
事務局／岡田：括弧書きは再掲です。 
中山委員：どこかに同じものがあるのですか。 
事務局／岡田：はい，どこかに一度出ているということです。 
中山委員：経常経費，これは何ですか。 
事務局／岡田：経常経費ですか。例えばＣＤ，ビデオ，図書の購入でしたら，需用費の

消耗品の中で購入しますので，その需用費の消耗品が４０万，５０万あれば，そ

の中で何万円か使っていくんですけれども，その中でピックアップができないか

ら経常経費の中でまかなっていきますという挙げ方をしていると思います。 
中山委員：挙がっていないところは？ 
事務局／岡田：挙がっていないところは，経常の人員の中でとりたてた事業予算はない

けれども，相談事業などいろいろ他の事業をやっていますという意味です。「―」

になっているところです。 
高島会長：この様式で，実施効果等というところは２１年度のものですよね。 
事務局／岡田：２１年度の事業実績といいますか，事業した中でこういう効果があった
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とか，こういう効果を目的にしてやっていましたということです。 
高島会長：その前までは２２年度のものですよね。 
事務局／竹内：上の段が２１年度で，下の段が２２年度になっております。それぞれの

年度の「事業計画の内容」，「今年度の目標」がありまして，「事業実績の内容」

と「実施効果等」，「予算額」，「決算額」「評価コメント」等となっています。下

半分が２２年度になっています。 
高島会長：さきほど宮地委員がおっしゃった７ページの１番下の教育委員会のことなん

ですけど，これは前から言われていて，全然増加しない，女性が登用されない。

だから引き続き増加を図るといっても受験生を増やすという話だけなんですね。

文章として何を意味しているのかさっぱり分からないですね。このヒアリングな

さるのは，結局男女共同参画担当がやっているんですね。ものすごいエネルギー

ですね。教育委員会は，市長部局外で難しい点もありますが。 
事務局／岡田：そうですね。各課に照会をかけて返ってきても，意味がわからなかった

り，ちょっとコメントがずれていたりだとか。それを聞き合わせしながらするん

ですけど，でも所管には所管の思いがありますから。そこは所管の責任で書いて

もらいます。あまりにつじつまが合わないところとは聞き合わせしながらやって

います。 
高島会長：この文章を変えてくれとか，もうちょっと具体的に書いてくれとかですか。 
事務局／岡田：変えてくれといいますか，最終的にこれでいいですかということを何回

か確認します。評価コメントも何度か修正の連絡があったり，そういう意味では

各課苦慮はしているんです。特に人事課，教職員課の人事案件もそうなんですけ

ど，確かに一方で積極的に女性を登用していくんですけど，もう一方でほんとに

能力，技量が達していないかたを果たしてそういう位置につけていいものかどう

かという現実の問題があるんです。だからそこを非常に苦慮しながら書いている

部分ではあるのかなと思います。一生懸命いろんな研修を受けて受験の機会を与

えて，底上げを図っているんです。ただ，その結果が直ちに出るかというと，長

い目でみたら着実に出てくるとは思うんですけど，そこをどれくらいのスパンで

見ていくかなんです。今年やって来年すぐにということにはなかなかならないで

す。今年の国の第３次男女共同参画計画，中間整理をみても，積極的なクオータ

制を導入したらどうかという議論も確かにあるんですが，現場を預かるところと

して，例えばそういう部署に適材者が見当たらなかった場合，じゃあどうするの

かということは非常に苦慮していると思います。 
宮地委員：そのときに問われている能力がいったい何なのかという議論が，例えば管理

職として長時間労働に耐えて，保護者の要求には２４時間体制でこたえることが

できる，みたいなことが１つの能力になっていたら，一方で，市の施策としては

ワーク・ライフ・バランスをうたいながら，職員の実際の能力としてそこが基準

２３ 



になっているみたいな，そういう矛盾をはらんでいるとしたら，そこをどう考え

ていくか切り込む必要が出てくると思います。そのあたり議論できるような材料

が出てくると非常にいいなと思うんですけれども，これだけだと，受験者は増え

たけど，結果には結びつきませんといわれて，その人たちは能力が足らないんで

しょうか，でとどまっていると，次の改善につながっていかない気がするんです。

そこが少しもどかしいですね。 
高島会長：現状はこうなんだけれど，男女共同参画を推進して，その実現に向けて進む

にあたって，こういう工夫をしようとする，男女共同参画を意識化した方向性が

出てこなければいけませんね。 
吉川委員：ポジティブアクションへの意識が必要で，やっぱり女性の管理職はある程度

必要なのではないかと思うのですが。 
高島会長：実は，私は今年，伊丹市でオンブードをやっていますが，しんどいですよ，

ヒアリングは。だからこの報告を取りまとめるのも，大変だったと思いますし，

ひとつひとつ男女共同参画を推進するやる気があるのかないのかっていう，宮地

委員がおっしゃったそこがあるわけですね。そこをヒアリングする中で，少しず

つ気がついてもらうしかないですね。ものすごくエネルギーがいる仕事ですね。 
事務局／岡田：書き方がわからないということもあるんですよね。一生懸命書いている

んですけれど，読み手側の視点ではないところもあります。 
中井委員：項目数が多すぎるので，男女共同参画に重要だと思われる項目をあらかじめ

ピックアップして，そこの部分だけは情報量を多くして今後改善できるようにす

るべきと思います。このように多くの項目をカバーしつつ，重要と思われる項目

を取り出して，そこについては重点的に見ていくことが今後は男女共同参画につ

ながっていくと思います。 
個人的には，何年も続けて同じ文言が多くあると思うんです。ただ９ページ以

降なんですけど，連携体制の継続とか関係機関との連携強化の言葉が出てくる

んですが，実は今年の７月２０日から福祉センターができたことに伴い，こど

も課の家庭児童相談室は福祉センター（呉川町）に移動して，母子相談につい

ては本庁のままというように，相談内容がかぶっているかたもいらっしゃるの

に窓口が分断されるというような事業もあって，おそらく後退したり状況が変

わっているところもあるんですけど，これを見る限りではそれを読み取れなく

て，毎年同じような状態とは思うんですけど… 
事務局／岡田：今の「後退」というのはちょっと当てはまらないと思います。福祉セン

ターは７月オープンしたんですけど，もともとなぜ福祉センターが必要だったか

という部分で，ライフステージのなかで子どもさんが生まれて，例えば障がいを

お持ちで生まれた場合に，幼児期には保育所に行ったり，未就学児の対策支援の

中で成長してこられて，学校に進学するとどうしても教育委員会のほうに管轄が
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移ってしまう，そしてまた学校を卒業されたら社会人として生活していかなけれ

ばならない，というふうなたて割りを取りはらうことを目的の一つにしています。

地域に住む一人の個人として芦屋という町で成長していける，生活していけると

いう形でつないでいきましょう，だから地域福祉の拠点としてひとつには総合相

談窓口という形で，課ごとにどうしても福祉というのはもともとの福祉六法から

出発していますので縦割りの法の中で横につながりにくかった部分を，横につな

げることを目的にして福祉センターは開設されました。行政的な部分と，ライフ

ワークを見据えた総合的な生活のコーディネイトという部分で相談にあたりな

がらそのかたの生活を支えていく，自立支援に結び付けていくという視点でもっ

て，福祉センターはできているので，分断されたという訳ではないです。そこは

誤解があってはいけませんので。 
中山委員：３ページの№１１に「女性職員を性別指定のない幹部研修等に積極的に参加

させる」とありますね，この性別指定のあるないという研修とはどういうものな

んですか。 
事務局／岡田：女性だけのリーダー研修みたいなものがよくあるんですが，そういうも

のではなくていわゆる幹部，リーダー養成研修みたいなものに参加させていくと

いう意味です。 
中山委員：男性も女性も同じ研修を受けるチャンスがあると思いますが，これまでは女

性にチャンスがなかったということですか。 
事務局／岡田：チャンスは一緒です。それに応募するかどうか，積極的に参加するかど

うかということです。本人の意思で参加できます。希望者でやっています。 
中山委員：人事施策というものは，ひとつは意図的なものがありますよね，意図的にこ

の人はここにこうやっていこう，経理や人事の勉強をさせたりするということは

ないんですか。あくまで一般的にですか。 
事務局／竹内：課長をさせるのに，そこの課の仕事知っている人がいればいいですけど，

なかなかもちあがってそこで課長になることはないですね。 
中山委員：研修も意図しながらやっていかないのですか。 
事務局／竹内：どちらかというと，課長になってから研修ですね。 
中山委員：そうなんですか。 
事務局／竹内：ここの課長にするためにこの研修を受けさせて，課長にするみたいなの

はないですね。 
高島会長：時間がせまってきておりますけど，一応この審議会としては今皆さんから出

たご意見を各課に，問題にされた課についてはもう少し工夫をしていただくとい

うことで戻していただいて。 
事務局／岡田：８月２日に本部会議を予定しておりますので今日審議会でこういう意見

が出ましたということ，特に具体的に書けるものであるならばもう少し具体的な
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記述をということも含めて一度お返ししながら，最終的に本部会議でこれで公表

しましょうということで進めさせていただきたいと思います。 
高島会長：それでよろしいですか。審議会の意見として，今日のご発言を伝えていただ

きましょう。それでその他がひとつありまして，今年度芦屋市は配偶者等からの

暴力対策基本計画を予定していまして，そのことについて事務局からご説明をお

願いします。 
事務局／岡田：前回の審議会でも申し上げたんですけれども，今年度芦屋市で配偶者等

からの暴力対策基本計画というものを策定する予定にしております。この計画は，

いわゆるＤＶ防止法，配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律

に基づく市町村基本計画というものですけれども，それを今年度策定していくに

あたって，今現在，原案策定委員会を立ち上げております。この審議会のメンバ

ーでもある高島会長，宮地委員，宮本委員にも原案策定委員会には委員としてか

かわっていただきたいと思い，今現在準備中ですけれども，来月に第一回目の原

案策定委員会を開催したいと思っております。この原案策定委員会を開催する中

で，おそらく年末くらいの予定なんですけれども，いったん中間まとめをさせて

いただいて，その中間まとめを市民のかたにパブリックコメントをしていきたい

と現在考えております。パブリックコメントをするにあたりまして，この審議会

でも一度皆さんのご意見を頂きたいなと，同時に議会のほうにもご報告させてい

ただきたいと思います。それをふまえて中間まとめのパブリックコメントをして，

そのご意見も頂いたうえで最終的な原案の策定に進めていきたいと思います。多

分次回お集まりいただく時にはおそらく年末くらいになると思うんですけれど

も，パブリックコメントの前に一度皆さんにご意見を頂くためにお集まりいただ

くことになると思いますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。 
高島会長：その他にはございませんか。それでは本日は皆様ありがとうございました。

また次回よろしくお願いいたします。 
 
＝閉会＝ 

２６ 


